
　　　　【選挙制度に関する特別委員会】

（1）審議概観

　第132回国会において選挙制度に関する特別委員会に付託された法律案は、

内閣提出２件であり、いずれも成立した。

　また、本委員会付託の請願１種類３件はいずれも保留となった。

　〔法律案の審査〕

　国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案は、

国会議員の選挙等の執行について、国が負担する経費で地方公共団体に交付す

るものの現行の基準が実情に即さないものになり、最近における公務員給与の

改定、物価の変動等を勘案して、執行経費の基準を改定しようとするものであ

る。

　委員会においては、今回の改定で超過負担解消の有無、阪神・淡路大震災地

域における地方選挙実施への支障、基準額改定への地方からの要望、最高裁裁

判官国民審査における視覚障害者の点字投票などの質疑が行われ、全会一致で

可決された。

　阪神・淡路大震災に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨

時特例に関する法律案は、阪神・淡路大震災により著しい被害を受けた地域に

ついて、平成７年４月に予定されている統一地方選挙の期日を延期するなどの

措置を講じようとするものである。

　その内容は、統一地方選特例法で、平成７年４月９日及び23日に行うとされ

ている選挙期日に選挙を適正に行うことが困難と認められる市町村又はその市

町村を包括する府県の任期満了による選挙期日は、平成７年６月11日とするこ

となどである。

　委員会においては、本法律案が憲法第95条の地方自治特別法の規定に抵触の

有無、今回の立法形式をめぐる問題、議員及び長の任期が４年を超える問題点、

投票のための職員と投票所の確保、被災者の投票権を保障するための努力など

の質疑が行われ、全会一致で可決された。

　（２）委員会経過

○平成７年１月20日（金）（第１回）

　○特別委員長を選任した後、理事を選任した。

○平成７年２月15日（水）（第２回）

　○国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案



　（閣法第42号）について野中自治大臣から趣旨説明を聴き、同大臣及び政

府委員に対し質疑を行った後、可決した。

　（閣法第42号）　　賛成会派　自民、社会、平成、新緑、共産

　　　　　　　　　反対会派　なし

○平成7年３月８日（水）（第３回）

　○阪神・淡路大震災に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の

　　臨時特例に関する法律案（閣法第66号）（衆議院送付）について野中自治

　　大臣から趣旨説明を聴き、同大臣及び政府委員に対し質疑を行った後、可

　　決した。

　　　（閣法第66号）　　賛成会派　自民、社会、平成、新緑、共産

　　　　　　　　　　　反対会派　なし

○平成7年６月14日（水）（第４回）

　○理事の補欠選任を行った。

　○請願第167号外２件を審査した。

　○選挙制度に関する調査の継続調査要求書を提出することを決定した。

(３)成立議案の要旨

　国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(閣法第42号)

　　　　　　　　　　　　　　　【要旨】

　本法律案の主な内容は、次のとおりである。

１　最近における公務員給与の改定等に伴い、投票所経費、開票所経費等の積

　算単価である超過勤務手当及び投票管理者、開票管理者、立会人等の費用弁

　償その他の額を実情に即するよう引き上げ、これらの経費に係る基準額を改

　定する。

２　最近における物価の変動等に伴い、選挙公報発行費、ポスター掲示場費等

　の積算単価である印刷費その他の額を実情に即するよう引き上げ、これらの

　経費に係る基準額を改定する。

３　政見放送公営費及び経歴放送公営費を算定種目に加える。

４　ポスター掲示場の経費の額について、その算定の単位を候補者数ではなく

　掲示場の区画数とする。

５　この法律は、公布の日から施行する。



　阪神・淡路大震災に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の

　臨時特例に関する法律案（閣法第66号）

　　　　　　　　　　　　　　　　【要旨】

　本法律案は、阪神・淡路大震災により著しい被害を受けた地域について、平

成７年４月に予定されている統一地方選挙の期日を延期する等の措置を講じよ

うとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

１　選挙の期日

　(1)　平成７年３月１日から同年５月31日までの間に任期が満了することとな

　　る地方公共団体（その区域の全部又は一部が阪神・淡路大震災に対処する

　　ための特別の財政援助及び助成に関する法律第２条第２項に規定する特定

　　被災区域内にある地方公共団体のうち、地方公共団体の議会の議員及び長

　　の選挙期日等の臨時特例に関する法律第１条第１項に規定する選挙の期日

　　においては選挙を適正に行うことが困難と認められる市町村として自治大

　　臣が指定する市町村（以下「指定市町村」という。）及び指定市町村の区

　　域を包括する府県（以下「指定府県」という。）に限る。）の議会の議員

　　又は長の任期満了による選挙の期日は、平成７年６月11日とする。

　（2）（1）に掲げる指定市町村又は指定府県の議会の議員又は長について、任期

　　満了による選挙以外の選挙を行うべき事由が一定の期間に生じた場合にお

　　いても、当該選挙の期日は、平成７年６月11日とする。

　（3）（1）による指定をしたときは、自治大臣は、直ちにその旨を告示しなけれ

　　ばならないものとする。

　（4）（1）による指定に当たっては、自治大臣は、あらかじめ当該府県の選挙管

　　理委員会の意見を聴かなければならないものとし、当該府県の選挙管理委

　　員会が自治大臣に意見を述べる場合には、あらかじめ当該市町村の選挙管

　　理委員会の意見を聴くものとする。

２　任期の特例

　　１の(1)に掲げる地方公共団体の議会の議員又は長の任期は、平成７年６月

　10日までの期間とする。

３　その他

　(1)　１により行われる各選挙については、公職選挙法第119条の同時選挙の

　　規定を適用するものとする。

　(2）この法律は、公布の日から施行するものとする。
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